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に御関心の皆様へ公益活動
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2026年4月から
「公益信託制度」が新しい

　公益信託は、契約・遺言により委託者から受託者
（担い手）に託された財産を用いて、受託者が
「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に
行う仕組みです。
　今般、公益信託制度が抜本的に見直され、
民間の公益活動のより身近なツールとなりました。

「あなたの想い
」

が社会を変えま
す

 「公益信託制度」の大事なポイント
主務官庁制の廃止と行政庁 ( 公益法人と共通 ) による
認可・監督制の創設

●公益信託は、公益事務 (※) を行うことのみを目的とするも
のとし、行政庁の認可を受けな ければ、その効力を生じな
いものとする。

※不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として公益法
人と同様の内容を規定する。
●主務官庁による許可・監督制を廃止し、行政庁 ( 内閣総理
大臣又は都道府県知事 ) が公益認 定等委員会又は都道府県
に置かれる合議制の機関の意見に基づき、公益信託を認可
するものとする。
●公益信託の変更等は行政庁の認可を受けなければ、その効
力を生じないものとする。
●公益信託の受託者に対する報告徴求及び検査、勧告及び命
令並びに認可の取消しについて、 公益法人と同等の規定を
設ける。

公益法人と同様に、認可の基準・ガバナンス等の法定

●公益信託の受託者は、公益信託事務を適正に処理するのに
必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること
とする。
●公益信託の信託管理人は、受託者による公益信託事務の適
正な処理のため必要な監督をするものであること等とする。
●公益信託において公益法人と整合した財務規律を設ける。
●公益信託の認可基準として、終了時に類似の公益目的を有
する他の公益信託の受託者等に残 余財産を帰属させる旨の
定めを信託行為に置かなければならない等の規定を設ける。
●公益信託の受託者について財産目録の備置き及び閲覧等に
関する規定を設ける。

※施行期日 : 公布後 2年以内において政令で定める日 (令和8年4
月予定)

「公益信託制度」の効果
　公益信託が、その潜在力を最大限に発揮して、多様で変化
の激しい社会のニーズに柔軟に対応しつつ、社会的課題解決
のための中核的な手段となることが可能に

新しい資本主義が目指す
「民間も公的役割を担う社会」の実現に貢献
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公益行政全般に関する相談窓口
内閣府公益法人行政担当室

電話: 03-5403-9555（代表）

問合せ先

信託会社に加え、公益法人・NPO
法人等が社会的課題解決のノウハウ
を生かして公益信託の担い手になる
ことができます。

担い手の範囲が拡大1
POINT

金銭に加え、不動産や美術品等を信
託財産にして、助成以外の公益的な
活動もできます。

信託財産・信託事務の
範囲が拡大

2
POINT

これまでバラバラであった公益信託
の申請・相談窓口が一元化され、認
可・監督の基準も統一的なものにな
ります。

透明性の高い
認可・監督の仕組みへ

3
POINT

新しい「公益信託制度」の
ポイント

公益信託の法令・ガイドライン等はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/
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委託者

公益法人と
同一の行政庁

公益的な活動

受託者信託財産

育英資金の給付 学術研究奨励金 学生寮の運営 美術館の運営

信託管理人
信託法上の権限行使、
重要事項の同意

認可申請

認可・
　監督

など

新しい公益信託法を受けた政令・府令等が 2025 年６月に公布されました。今後、関係者の皆様の御意見を伺いつつ、
ガイドライン等を整備していきます。なお、既存の公益信託の移行については経過措置が設けられております。

新公益信託制度のイ
メージ

公益法人と
同一の行政庁

受託者

行政庁

信託財産

委託者

信託管理人
（公益法人と共通）

認可申請

認可・
　監督

　公益信託は、公益法人のように機関を設けることなく、信託財産
及び受託者の組織・能力を活用して、委託者の意思を反映した公益
活動を行う制度です。

　現行では、主務官庁による許可や監督の基準が不統一であること
や税制優遇を得るための制約が多いことを背景に、公益法人と比べ
利用されていません (信託件数約 400件、信託財産額 500 億円 )。

　このため、①主務官庁制を廃して公益法人と
共通の行政庁が公益信託の認可・監督を行う制
度に改めるとともに、②公益信託の認可基準及
びガバナンス等を法定することで、国民からの
信頼を確保しつつ、使いやすい制度へと見直し
を行い、民間公益の活性化を図ります。

新しい公益信託制度の概要
公益信託制度を公益法人制度に一元化することで、委託者の想いを生かした民間の公益活動が、より身近で活発に広がることを
目指しています。

金銭、株式、不動産 等

信託契約・遺言 公益活動の実施
信託財産の管理信託財産の拠出

報告監督

認可・監督

認可申請
書類提出

信託会社、公益法人、ＮＰＯ法人等

※青字は、制度改正で
　可能となった事項等
　です

育英資金の給付 研究開発の助成

環境保全活動 美術館の運営

公益活動の例

ほかにも、
『空き倉庫活用によるフードバンクの食糧支援拠点整備』
『文化財の保存活用による郷土歴史・文化の継承』

　　といった活用方法が考えられます！
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